
亀山市告示 第 ５ ３ 号  

 次 の と お り 公 印 の 廃 止 を し た の で 、 亀 山 市 公 印 規 則 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 規 則 第 ７ 号 ） 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。  

  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日  

                亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

区 分  名 称  印 影  使 用 範 囲  廃 止 の 日  個 数  

廃 止  
亀 山 市 長

印  
 

亀 山 市 健 康 づ く

り 関 セ ン タ ー 管

理 に 係 る 許 可 事

務 用  

平 成 ３ １ 年

４ 月 １ 日  
１  

 


